
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2

○
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2
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○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
（
抄
）

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
一
条

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
と
す
る
。

一

農
業

二

林
業
（
素
材
生
産
業
及
び
素
材
生
産
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。
）

三

漁
業

四

金
融
・
保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
及
び
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。
）

２

（
略
）

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
（
抄
）

（
中
小
企
業
者
の
範
囲
）

第
三
条

法
第
二
条
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
に
掲
げ
る
業
種
以
外
の
業
種
と
す
る
。

一

農
業

二

林
業

三

漁
業

四

金
融
・
保
険
業
（
保
険
媒
介
代
理
業
及
び
保
険
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く
。
）

五

不
動
産
業
（
住
宅
及
び
住
宅
用
の
土
地
の
賃
貸
業
に
限
る
。
）

２

（
略
）

○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事

業
者
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又

は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
百
人
）
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
「
特
定
事
業
」
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と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
（
次
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
～
十
一

（
略
）

２
～
６

（
略
）

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

三

中
小
企
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

イ

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る

事
業
者
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売

業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
百
人
）
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
「
中
小

企
業
特
定
事
業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
も
の
（
ロ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
～
リ

（
略
）

四
・
五

（
略
）

○
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～

（
略
）

24こ
の
法
律
に
お
い
て
「
紛
争
解
決
等
業
務
の
種
別
」
と
は
、
紛
争
解
決
等
業
務
に
係
る
資
金
移
動
業
務
（
資
金
移
動
業
者
が
営
む
為
替
取
引
に
係
る
業
務
を
い
う
。
第

25
五
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
務
（
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
行
う
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務
を

い
う
。
第
六
十
二
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
暗
号
資
産
交
換
業
務
（
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
行
う
第
十
五
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
係
る
業
務

を
い
う
。
第
六
十
三
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
別
を
い
う
。

～

（
略
）

26

31
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（
定
義
）

第
三
条

こ
の
章
に
お
い
て
「
前
払
式
支
払
手
段
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

証
票
、
電
子
機
器
そ
の
他
の
物
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
証
票
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
る
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ
り
換
算

し
て
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
発
行
さ
れ
る
証
票
等
又
は

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
証
票
等
に
記
録
さ
れ
る
金
額
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
当
該
金
額
の
記
録
の
加
算
が
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で

あ
っ
て
、
そ
の
発
行
す
る
者
又
は
当
該
発
行
す
る
者
が
指
定
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
発
行
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
物
品
等
を
購
入
し
、
若
し
く
は
借
り
受
け
、

又
は
役
務
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
代
価
の
弁
済
の
た
め
に
提
示
、
交
付
、
通
知
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

二

証
票
等
に
記
載
さ
れ
、
又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
る
物
品
等
又
は
役
務
の
数
量
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
発
行
さ
れ
る
証
票
等
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の

符
号
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
証
票
等
に
記
録
さ
れ
る
物
品
等
又
は
役
務
の
数
量
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
当
該
数
量
の
記
録
の
加
算
が
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ

っ
て
、
発
行
者
等
に
対
し
て
、
提
示
、
交
付
、
通
知
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
物
品
等
の
給
付
又
は
当
該
役
務
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

２
～

（
略
）

10


